
別表第二〔第6条・第8条〕 

接続会計財務諸表様式 

様式第1 

損 益 計 算 書 

会計単位名 第一種指定設備管理部門 

(単位 円) 

Ⅰ 接続損益の部 

(1)営業収益 

1 受取網使用料 

ア 端末系ルータ交換機能等に係るもの 

イ ア以外のもの 

2 振替網使用料 

ア 端末系ルータ交換機能等に係るもの 

イ ア以外のもの 

(ア) 接続料規則第4条に規定する機能に係るもの 

(イ) (ア)以外のもの 

(2)営業費用 

1 営業費用 

2 振替網使用料 

接続営業利益(又は接続営業損失) 

Ⅱ 接続関連損益の部 

(1)営業収益 

1 接続装置使用料 

ア 端末系ルータ交換機能等に係るもの 

イ ア以外のもの 

2 網改造料 

ア 端末系ルータ交換機能等に係るもの 

イ ア以外のもの 

(2)営業費用 

 接続関連営業利益(又は接続関連営業損失) 

会計単位名 第一種指定設備利用部門 

(単位 円) 

(1)営業収益 

1 役務収入 

2 振替網使用料 

(2)営業費用 

1 営業費用 

2 振替網使用料 

ア 端末系ルータ交換機能等に係るもの 

イ ア以外のもの 



(ア) 接続料規則第4条に規定する機能に係るもの 

(イ) (ア)以外のもの 

第一種指定設備利用部門営業利益(又は第一種指定設備利用部門営業損失) 

(記載上の注意) 

次の事項を注記すること。 

 第一種指定設備管理部門「Ⅰ 接続損益の部 (1)営業収益 2 振替網使用料」

に関し、認可接続約款等以外の提供分についての振替額 

  



様式第2 

使用平均資本及び資本報酬計算書 

会計単位名 第一種指定設備管理部門 

(単位 円) 

 期首残高 期末残高 首末平均残高 

1 電気通信事業固定資産 ××× ××× ××× 

(再掲 第一種指定電気通信設備) ××× ××× ××× 

2 投資その他の資産 ××× ××× ××× 

3 繰延資産 ××× ××× ××× 

4 運転資本 ― ― ××× 

5 過年度の料金算定に従った資本額の調整   ××× 

使用平均資本額   ××× 

6 営業利益   ××× 

7 過年度の料金算定に従った報酬額の調整   ××× 

資本報酬額   ××× 

使用平均資本報酬率   ××％ 

設定報酬率   ××％ 

会計単位名 第一種指定設備利用部門 

(単位 円) 

 期首残高 期末残高 首末平均残高 

1 電気通信事業固定資産 ××× ××× ××× 

2 投資その他の資産 ××× ××× ××× 

3 繰延資産 ××× ××× ××× 

4 運転資本 ― ― ××× 

使用平均資本額   ××× 

営業利益   ××× 

 



様式第3 

固 定 資 産 帰 属 明 細 表 

(単位 円) 

 

第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
計 

                       

第
一
種
指
定
設
備
利
用
部
門
計 

   

合
計 一

般
第
一
種
指
定
設
備 

特
別
第
一
種
指
定
設
備 

                    

う
ち
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

指
定
外
電
気
通
信
設
備 

(

何) 
サ
ー
ビ
ス
活
動 

端
末
系
伝
送
路(

電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の) 

主
配
線
盤(

電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の) 

端
末
系
伝
送
路(

光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の) 

主
配
線
盤(

光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の) 

公
衆
電
話
設
備 

端
末
系
交
換
設
備(

主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の) 

端
末
系
交
換
設
備(

主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の) 

(

主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の) 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路 

(

主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の) 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路 

 

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

中
継
系
交
換
設
備(

主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の) 

信
号
網
設
備 

番
号
案
内
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
番
号
案
内
設
備 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル 

 

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路 

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路
又
は
相
互
接
続
点
伝
送
路 

(

何) う
ち
ル
ー
タ
及
び
伝
送
路
に
よ
り
通
信
の
交
換
及
び
伝
送
を
行
う
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
光
信
号
電
気
信
号
変
換
機
能
に
係
る
も
の 

機
械
設
備 

 
 

公 衆 電 話 機 械 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

市 内 機 械 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

市 外 機 械 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

電 報 機 械 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              



 

伝 送 機 械 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

無 線 機 械 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

電 力 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

電 話 番 号 案 内 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

監 視 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

( 何 ) 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

空 中 線 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

通 信 衛 星 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

端 末 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

線
路
設
備 

市 内 線 路 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

市 外 線 路 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

土 木 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              



海 底 線 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

建 物 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

構 築 物 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

機 械 及 び 装 置 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

車 両 及 び 船 舶 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

工 具 、 器 具 及 び 備 品 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

休 止 設 備 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

土 地 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

建 設 仮 勘 定 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

無 形 固 定 資 産 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

設備区分ごとの固定資産合計 

取 得 価 額                              

減 価 償 却 累 計 額                              

帳 簿 価 額                              

(注) 

この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 



様式第3の2 

固 定 資 産 帰 属 明 細 表 (一 般 第 一 種 指 定 設 備 再 掲 ) 

(単位 円) 

 

一
般
第
一
種
指
定
設
備
計 

                   

合
計 一

般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
に
係
る
も
の
に
限
る
。) 

一
般
第
一
種
指
定
収
容
ル
ー
タ(

端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
及
び 

一
般
第
一
種
指
定
中
継
ル
ー
タ 

一
般
第
一
種
指
定
県
間
中
継
ル
ー
タ 

一
般
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
収
容
ル
ー
タ 

一
般
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
制
御
等
設
備 

Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ 

セ
ッ
シ
ョ
ン
ボ
ー
ダ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ 

Ｅ
Ｎ
Ｕ
Ｍ
サ
ー
バ 

Ｉ
Ｐ
電
話
用
Ｄ
Ｎ
Ｓ
サ
ー
バ 

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
ル
ー
タ 

メ
デ
ィ
ア
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ 

一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
に
係
る
も
の
を
除
く
。) 

一
般
第
一
種
指
定
収
容
ル
ー
タ(

端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
及
び 

網
終
端
装
置(

Ｉ
Ｐ―

Ｖ
Ｐ
Ｎ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の) 

網
終
端
装
置(
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の) 

収
容
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ(

同
等
の
機
能
を
有
す
る
ル
ー
タ
を
含
む
。) 

中
継
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ(

同
等
の
機
能
を
有
す
る
ル
ー
タ
を
含
む
。) 

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
ス
イ
ッ
チ(

同
等
の
機
能
を
有
す
る
ル
ー
タ
を
含
む
。) 

伝
送
路 

(

何) 

機
械
設
備 

公衆電話機械設備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

市 内 機 械 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

市 外 機 械 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

電 報 機 械 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

伝 送 機 械 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

無 線 機 械 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

電 力 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

電話番号案内設備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

監 視 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

( 何 ) 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

空 中 線 設 備 
取 得 価 額                      

減価償却累計額                      



帳 簿 価 額                      

通 信 衛 星 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

端 末 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

線
路
設
備 

市 内 線 路 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

市 外 線 路 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

土 木 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

海 底 線 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

建 物 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

構 築 物 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

機 械 及 び 装 置 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

車 両 及 び 船 舶 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

工具、器具及び備品 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

休 止 設 備 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

土 地 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

建 設 仮 勘 定 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

無 形 固 定 資 産 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

設備区分ごとの固定

資産合計 

取 得 価 額                      

減価償却累計額                      

帳 簿 価 額                      

(注) 

1 この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 

2 ゲートウェイスイッチとは、一般第一種指定電気通信設備に該当するイーサネットスイッチと他の電気通信事業者の電気通信設備と

を相互に接続するためにこれらの設備の間に設置されるイーサネットスイッチをいう。 

 



様式第4 

設 備 区 分 別 費 用 明 細 表 

(単位 円) 

 第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
計 

                       

第
一
種
指
定
設
備
利
用
部
門
計 

   

合
計 一

般
第
一
種
指
定
設
備 

特
別
第
一
種
指
定
設
備 

                    

う
ち
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

指
定
外
電
気
通
信
設
備 

(

何) 

サ
ー
ビ
ス
活
動 

端
末
系
伝
送
路(

電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の) 

主
配
線
盤(

電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の) 

端
末
系
伝
送
路(

光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の) 

主
配
線
盤(

光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の) 

公
衆
電
話
設
備 

端
末
系
交
換
設
備(

主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の) 

端
末
系
交
換
設
備(

主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の) 

(

主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の) 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路 

(

主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の) 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路 

 

中
継
系
交
換
設
備(

主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の) 

中
継
系
交
換
設
備(

主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の) 

信
号
網
設
備 

番
号
案
内
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
番
号
案
内
設
備 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル 

 

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路 

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路
又
は
相
互
接
続
点
伝
送
路 

(

何) う
ち
ル
ー
タ
及
び
伝
送
路
に
よ
り
通
信
の
交
換
及
び
伝
送
を
行
う
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
光
信
号
電
気
信
号
変
換
機
能
に
係
る
も
の 

営 業 費                              

 う ち 貸 倒 損 失                              

運 用 費                              

施 設 保 全 費                              

共 通 費                              

管 理 費                              

試 験 研 究 費 及 び 研 究 費 償 却                              

減 価 償 却 費                              

固 定 資 産 除 却 費                              

 う ち 除 却 損                              

通 信 設 備 使 用 料                              



租 税 公 課                              

合 計                              

(単位 ％) 

直 課                              

活 動 基 準 帰 属                              

配 賦                              

(注) 

1 電気通信設備を収容する建物に係る費用、器具備品に係る費用、通信設備使用料及び租税公課については、原則として次の基準により、第一種指定設備管理部門及び第一種指定設備利用

部門において物理的に管理可能な資産の区分、支援設備、全般管理に帰属させる。 

建物  

 減価償却費、固定資産除却費、施設保全費 第一段階 

  占有面積比 

 第二段階 

  設備の占有面積比(設備収容関連) 

  稼働人員数比(設備収容関連以外) 

器具備品  

 減価償却費、固定資産除却費、施設保全費 稼働人員数比 

通信設備使用料 該当する設備区分比 

租税公課 正味固定資産額比 

2 試験研究費及び研究費償却については、次の基準により第一種指定設備管理部門及び第一種指定設備利用部門において物理的に管理可能な資産の区分に帰属させる。 

インフラ系応用技術(通信用建物) 占有面積比 

インフラ系応用技術(通信用電力) 仕様電力値比 

インフラ系応用技術(電気通信設備) 設備区分の当年度取得固定資産価額比 

インフラ系基礎技術 設備の当年度取得固定資産価額比 

3 第 8条第 2項に規定する基準は、原則として次のとおりとする。 

支援設備  

 電力設備 仕様電力値比 

 試験受付 故障件数比 

 監視設備 監視対応件数比 

全般管理  

 共通  

資材(販売用のものを除く。)  

保管、荷役、輸配送 当年度取得固定資産価額比 

資材共通 当年度取得固定資産価額比 

研修(サービス関連のものを除く。)  

設備 関連部門の稼働人員数比 



共通 稼働人員数比 

医療(職員の健康管理に関するもの) 稼働人員数比 

 一般共通  

経理(仕訳レコード数により設備関連のも

のを抽出) 

支出額比 

総務、厚生、人事等 支出額比 

管理(サービス関連部門を除く。)  

 ネットワーク関連 取得固定資産価額比 

 一般管理(電気通信設備の管理運営に関連す

るもの) 

支出額比 

4 この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 

 



様式第4の2 

設備区分別費用明細表(一般第一種指定設備再掲) 

(単位 円) 

 一
般
第
一
種
指
定
設
備
計 

                   

合
計 一

般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
に
係
る
も
の
に
限
る
。) 

一
般
第
一
種
指
定
収
容
ル
ー
タ(

端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
及
び 

一
般
第
一
種
指
定
中
継
ル
ー
タ 

一
般
第
一
種
指
定
県
間
中
継
ル
ー
タ 

一
般
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
収
容
ル
ー
タ 

一
般
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
制
御
等
設
備 

Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ 

セ
ッ
シ
ョ
ン
ボ
ー
ダ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ 

Ｅ
Ｎ
Ｕ
Ｍ
サ
ー
バ 

Ｉ
Ｐ
電
話
用
Ｄ
Ｎ
Ｓ
サ
ー
バ 

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
ル
ー
タ 

メ
デ
ィ
ア
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ 

一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
に
係
る
も
の
を
除
く
。) 

一
般
第
一
種
指
定
収
容
ル
ー
タ(

端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
及
び 

網
終
端
装
置(

Ｉ
Ｐ―

Ｖ
Ｐ
Ｎ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の) 

網
終
端
装
置(

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の) 

収
容
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ(

同
等
の
機
能
を
有
す
る
ル
ー
タ
を
含
む
。) 

中
継
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ(

同
等
の
機
能
を
有
す
る
ル
ー
タ
を
含
む
。) 

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
ス
イ
ッ
チ(

同
等
の
機
能
を
有
す
る
ル
ー
タ
を
含
む
。) 

伝
送
路 

(

何) 

営 業 費                      

 うち貸倒損失                      

運 用 費                      

施 設 保 全 費                      

共 通 費                      

管 理 費                      

試験研究費及び研

究費償却 

                     

減 価 償 却 費                      

固 定 資 産 除 却 費                      

 う ち 除 却 損                      

通 信 設 備 使 用 料                      

租 税 公 課                      

合 計                      

(単位 ％) 

直 課                      

活 動 基 準 帰 属                      

配 賦                      



(注) 

1 この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができ

る。 

2 ゲートウェイスイッチとは、一般第一種指定電気通信設備に該当するイーサネットスイッチと他の電気通信

事業者の電気通信設備とを相互に接続するためにこれらの設備の間に設置されるイーサネットスイッチをい

う。 


